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令和８年度福井市ホームページバナー広告取扱代理店募集要領 

 

１ 目 的 

  福井市では、新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、

市が保有する財産及び市が作成する帳票等を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載して

いる。 

  令和８年度においても引き続き、本市公式ホームページに広告枠を設置し、民間事業者等のバナー

広告を掲載する。それに伴い、令和８年度の１年間分の広告枠を一括して、広告原稿制作を行う広告

代理店（以下「広告代理店」という。）に貸し付ける。広告代理店の選定は、公募を行い、入札により

選定する。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務の名称 

令和８年度福井市ホームページバナー広告取扱業務 

（２） 業務の指針及び基準等 

業務は、関係法令及び「福井市広告事業実施要綱」（以下「要綱」という。）、「福井市ホームペー

ジバナー広告掲載要領」（以下「要領」という。）その他本市が定める規程により行うものとする。 

（３） 業務の内容 

① バナー広告の募集及び市への申請業務等 

② 広告掲載に係る事項についての広告主との交渉、調整その他一切の対応 

③ 要領に定める業務 

（４） 広告掲載媒体等 

① 名 称 等   福井市公式ホームページ 

② 広告の種類   バナー広告 

③ 広告掲載位置   福井市公式ホームページ(https://www.city.fukui.lg.jp)の全ページ下部 

         ※移住定住特設サイト(https://www.city.fukui.lg.jp/iju/…)を除く。 

④ ページ数     約８，０００ページ 

⑤ ページビュー数  福井市ホームページの月間ページビュー数 

(全ページ合計 ※移住定住特設サイトを除く) 

【直近３カ月(２０２５年１０月～１２月)】 

平均）約５１万件 

⑥ 広告枠の数   １５枠 

⑦ 広告の規格等   （大きさ）縦１３５ピクセル・横４５０ピクセル 

         （データ形式）ＪＰＥＧ又はＧＩＦ 
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 （データ容量）８キロバイト以下 

⑧ 貸 付 期 間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間 

（５） 掲載広告の種類等 

要綱及び要領の規定に適合するもの 

（６） バナー広告掲載までのスケジュール 

広告掲載申請書 及び 

広告デザインの提出締切 
令和８年３月６日（金） 

掲載可否の決定 令和８年３月１９日（木） 

広告掲載開始 令和８年４月  １日（水） 

※ 空枠があり年度途中で募集する場合を除く。 

（７） 予定価格（最低価格） 

１，２５０，０００円（税抜き） 

（８） 契約金額の納付 

① 契約金額は、本市が発行する納入通知書により、令和８年４月３０日（木）までに納付すること。 

② 契約金額が期限までに納付されない場合は、契約は解除され、落札者が納付した契約保証金は 

市に帰属することとなり、還付されない。 

（９） 留意事項 

① バナー広告取扱業務の全てを他の者に委託することは一切認めない。ただし、必要により一部を

他の者に委託する場合は、本市と協議の上、その承認を得るものとする。 

② 大規模災害発生時等に、緊急時専用のホームページに切り替える場合は、バナー広告は掲載しな

い。 

 

３ 応募資格 

  要綱第７条各号のいずれにも該当しない法人その他の団体であること（個人での応募はできない。）。 

 

４ 募集要領等の公表及び質疑・回答 

（１） 公表 

募集要領等は、令和８年１月１５日（木）に、福井市ホームページに掲載する。 

（２） 質疑及び回答 

入札参加に当たって質疑がある場合は、質疑書（様式７）を総務部市長公室広報プロモーション

課（以下「広報プロモーション課」という。）へ提出すること。 

質疑書以外での問合せについては、一切受け付けない。 

① 質疑書の提出 

○ 提出期間  令和８年１月１５日（木）～２月２日（月）午後５時 
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○ 提出方法  持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。 

② 質疑書の回答   競争上の地位その他利益を害するおそれのあるものを除き、随時、広報プロモ

ーション課ホームページで回答・公表する。 

 

５ 入札参加申込書等の受付 

（１） 参加表明書等の提出 

入札への参加を希望する場合は、次のとおり応募書類を各１部提出すること。 

① 応募書類 

【入札参加申込関係】 

○ 参加表明書（様式１） 

○ 会社概要表（様式２） 

○ 業務実績表（様式３） 

○ 登記事項証明書（法務局の発行する現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書で、提出時

以前３か月以内に発行されたもの（写し可）） 

○ 印鑑証明書（法務局の発行する印鑑証明書で、提出時以前３か月以内に発行されたもの  

（写し可）） 

○ 納税証明書（国税、地方税ともに提出時以前２か月以内に発行されたもの（写し可））    

国税は、各税務署発行の国税通則法施行規則別紙第９号書式(その３の３)又は(その３の２)

の納税証明書。地方税は、直近２年分の課税されている全税目が記載されている納税証明書 

○ 入札保証金免除申請書(入札保証金を免除する場合)(様式４) 

【入札関係】 

○ 入札書（様式５） 

定型封筒に封入し、表書きに「件名 令和８年度福井市ホームページバナー広告取扱業務」

と記入すること。 

○ 入札保証金納入済証(納入通知書兼領収書)の写し 

② 提出期限 

【入札参加申込関係】令和８年１月２９日（木）午後５時必着 

【入札関係】令和８年２月５日（木）午後５時必着 

③ 提出方法 

広報プロモーション課まで持参又は郵送で提出すること。 

※ 郵送の場合は、必ず、書留郵便など配達記録の残る方法で送付すること。 

（２） 入札書に記載する金額 

① 入札金額は、年額を１００円単位（税抜き）で記入すること。 

② 契約金額は、入札書に記載された年額に１００分の１１０を乗じた額とする。 

（３） 入札保証金 

入札参加者は、その者の見積りに係る入札金額（税込み）の１００分の５以上の額の入札保証金を
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所定の納付書にて開札日の前日までに納付しなければならない。納付書は、「５入札参加申込書等の受

付（１）参加表明書等の提出」時に渡すこととする。入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札

者が決定した後、落札者に対しては地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第５項の規定

により契約が確定した後、それぞれ入札保証金還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者

については協議により、当該入札保証金を「６バナー広告取扱代理店の決定及び契約手続等（４）契

約保証金」に定める契約保証金に充当することができる。 

なお、福井市財務会計規則（昭和３９年福井市規則第１１号）第９３条に該当する場合は、入札保

証金を免除する。 

（４） 入札参加を辞退する場合 

参加表明書提出以後に入札参加を辞退する場合は、辞退届（様式６）を令和８年２月５日（木）午

後５時（必着）までに、広報プロモーション課まで持参又は郵送で提出すること。 

※ 郵送の場合は、必ず、書留郵便など配達記録の残る方法で送付すること。 

なお、辞退届の提出があった場合でも、既に提出された応募書類は返却しない。 

（５） その他 

① この入札に係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

② 市が必要と認めるときは、追加資料の提出を求める場合がある。 

 

６ バナー広告取扱代理店の決定及び契約手続等 

（１） 決定方法等 

① 提出された入札参加関係書類の審査を行い、「３応募資格」に定める資格を全て満たしている者

を選定対象者とする。 

② 選定対象者のうち、「２業務の概要（７）予定価格（最低価格）」に記載する金額以上で、最高の

価格で有効な入札をした者をバナー広告取扱代理店とする。なお落札となるべき同価格の入札を

した者が２者以上ある場合は、くじにより選定する。くじの執行方法は別に定める。 

③ 開札は、令和８年２月６日（金）午前１０時１０分から広報プロモーション課において行う。 

開札後、バナー広告取扱代理店に決定した応募者にのみ結果を通知する。 

④ バナー広告取扱代理店の決定後、市ホームページで公表する。 

（２） 契約の締結 

落札者は、別途指示するところにより、落札決定後速やかに契約を締結しなければならない。 

（３） 契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金、又は契約保証金に代わる担保（福

井市財務会計規則第１１２条の２に規定）を所定の手続きに従い納付しなければならない。契約

内容の不履行と認められる場合を除き、納付された契約保証金は、契約が全て履行された後、契

約保証金還付請求書の提出を受けて還付する。 

なお、福井市財務会計規則第１１３条（第２号を除く。）に該当する場合は、契約保証金を免
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除する。 

（４） 契約書作成の要否 

要する。 

（５） バナー広告取扱代理店決定者の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、バナー広告取扱代理店の決定を取り消す。 

① 正当な理由なくして指定する期日までに、契約の手続に応じなかった場合 

② バナー広告取扱代理店に決定した者が入札者の資格を失った場合 

 

７ スケジュール 

募集要領等の公表 令和８年１月１５日（木） 

質疑の受付 令和８年１月１５日（木）～ 同年２月２日（月）午後５時 

質疑の回答 随時、市ホームページで回答・公表 

参加表明書等の提出 令和８年１月２９日（木）午後５時必着 

入札書の提出 令和８年２月５日（木）午後５時必着 

開札の実施 令和８年２月６日（金）午前１０時１０分 

 

８ 問合せ先及び各種書類の提出先 

福井市 総務部 市長公室 広報プロモーション課 

〒９１０-８５１１ 福井市大手３丁目１０番１号 

 （TEL）０７７６－２０－５２５７ 

 （FAX）０７７６－２０－５４３８ 

 （e-mail）kohou@city.fukui.lg.jp 


